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衆
議
院
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員
河
村
た
か
し
君
提
出
住
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本
台
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ネ
ッ
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ワ
ー
ク
シ
ス
テ
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よ
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「
デ
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マ
ッ
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関
す
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質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
デ
ー
タ
マ
ッ
チ
ン
グ
」
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
の
（
�
）
及
び
（
�
）

お
尋
ね
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
数
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
十
九
条
に
基
づ
き
実
施
し
た
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
同
法
の
施
行
状
況
調
査
に
お
い
て
、

同
法
第
十
一
条
第
一
項
に
基
づ
き
公
表
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
数
に

つ
い
て
総
務
省
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
現
在
、
行
政
機
関
か
ら
報
告
さ
れ
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
数
の
合
計
は
、
八
万
六
百
二
十
四
件
で
あ
っ
た
。
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
基
づ
く
個
人
情
報
フ

ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
同
調
査
の
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
数
を
把
握
し
て
い
な
い
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
住
民
票
コ
ー
ド
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
数
及
び
名
称
に
つ
い
て
は
、
前
記
調
査
で
は

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
項
目
に
つ
い
て
調
査
の
対
象
と
し
て
い
な
い
た
め
把
握
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
お
尋
ね
に
つ
い

て
新
た
に
調
査
す
る
こ
と
は
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一



�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
項
を
監
視
す
る
機
関
と
し
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
策
定
し
た
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切

な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
総
管
情
第
八
十
四
号
総
務
省
行
政
管
理
局

長
通
知
）
に
お
い
て
、
各
行
政
機
関
は
総
括
保
護
管
理
者
、
保
護
管
理
者
及
び
監
査
責
任
者
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

監
査
責
任
者
は
、
内
部
監
査
等
を
担
当
す
る
部
局
の
長
等
を
も
っ
て
充
て
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
定
期

に
又
は
随
時
に
監
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
総
括
保
護
管
理
者
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
に
お
い
て
は
「
法
務
省
保
有
個
人
情
報
保
護
管
理
規
程
」
（
平
成
十
七
年
三
月
十

六
日
法
務
省
秘
法
訓
第
三
百
三
号
）
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
「
厚
生
労
働
省
保
有
個
人
情
報
管
理
規
程
」
（
平
成
十
七

年
三
月
二
十
三
日
厚
生
労
働
省
訓
令
第
三
号
）
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
「
社
会
保
険
庁
保
有
個
人
情
報
保
護
管
理
規
程
」

（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
社
会
保
険
庁
訓
令
第
四
号
）
、
財
務
省
に
お
い
て
は
「
財
務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適

切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
」
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
財
務
省
訓
令
第
八
号
）
、
金
融
庁
に
お
い
て
は

「
金
融
庁
個
人
情
報
管
理
規
則
」
（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
金
融
庁
訓
令
第
十
二
号
）
及
び
総
務
省
に
お
い
て
は
「
総

務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
訓
令
」
（
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
総
務
省
訓
令

二



第
五
十
四
号
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
共
済
組
合
及
び
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
共
済
組
合
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
地

方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に

関
す
る
指
針
を
定
め
る
件
」
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
総
務
省
告
示
第
三
百
五
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
規
程
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
各
共
済
組
合
等
の
代
表
者
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
共
済
組
合
等

内
部
の
個
人
情
報
の
保
護
体
制
の
実
施
、
運
用
等
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
も
の
と
し
て
、
個
人
情
報
保
護
管
理
者
を
置
く
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
国
共
済
連
合
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
策
定
し
た

「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
に
つ
い
て
」
に
準
拠
し
、
国
共
済
連
合

会
に
お
い
て
個
人
情
報
の
保
護
及
び
適
切
な
管
理
に
関
し
必
要
な
規
程
と
し
て
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
保
有
す

る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
」
（
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日
）
を
定
め
、
国
共
済
連
合
会

に
総
括
保
護
管
理
者
、
保
護
管
理
者
等
及
び
監
査
責
任
者
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
監
査
責
任
者
は
、
監
査
室
長
を
も

三



っ
て
充
て
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
定
期
に
又
は
随
時
に
監
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
総
括
保
護
管
理

者
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
策
定
し
た
「
独

立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
九
月
十

四
日
総
管
情
第
八
十
五
号
総
務
省
行
政
管
理
局
長
通
知
）
を
踏
ま
え
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
関
し
必
要
な
規
程
と
し

て
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
個
人
情
報
管
理
規
程
」
（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
理
事
長
裁
定
）
を
定
め
、

事
業
団
に
総
括
保
護
管
理
者
、
保
護
管
理
者
及
び
監
査
責
任
者
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
監
査
責
任
者
は
監
事
を
も
っ

て
充
て
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
定
期
に
又
は
随
時
に
監
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
総
括
保
護
管
理
者

に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
都
道
府
県
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
保
護
に
関
す
る
審
議
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

�
に
つ
い
て

四



法
第
三
十
条
の
四
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
勧
告
又
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
命
令
を
行
っ
た
と
い
う
報
告
は
受
け
て

い
な
い
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

我
が
国
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
考
え
方
は
、
現
時
点

で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

Ｅ
Ｕ
と
の
間
で
は
、
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
た
か
か
る
交
渉
や
審
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
個
人
情
報
保
護
条
例
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

（
以
下
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
の
サ
ー
バ
に
本
人
確
認
情
報
が
保
存
さ
れ
て
い
る
者
は
、
自
己
に
係
る
本
人
確
認
情

報
の
提
供
先
、
検
索
元
、
提
供
年
月
日
及
び
利
用
目
的
に
つ
い
て
、
各
都
道
府
県
の
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
、
開
示

請
求
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

五



都
道
府
県
に
お
い
て
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

住
基
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
本
人
確
認
情
報
の
提
供
状
況
に
係
る
各
都
道
府
県
の
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
開
示
請
求
は
、

平
成
十
七
年
度
は
、
全
国
で
十
五
件
あ
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
告
示
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
、
必
要
に
応
じ
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
情
報
処
理
機
関
が
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
行
っ
た
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
及
び
指
定
情
報
処
理
機
関
）
を
経
由
し
て
、
国
の
機
関
等
に
対
し
、
都
道
府
県
知

事
又
は
指
定
情
報
処
理
機
関
が
提
供
を
行
っ
た
当
該
市
町
村
の
住
民
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置

の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
当
該
本
人
確
認
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
要
請
を
行
う
べ
き
こ

と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
報
告
の
求
め
又
は
要
請
を
受
け
た
国
の
機
関
等
は
、
法
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
の

趣
旨
に
沿
っ
て
、
本
人
確
認
情
報
の
安
全
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

�
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
報
告
要
求
及
び
要
請
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

六


